
(6) (5) (4) (3) (2) (1)

通
路
等
の
確
保
の
状
況

敷
地
内
の
通
路
等
の
支
障

物
の
状
況

有
効
幅
員
の
確
保
の
状
況

敷
地
内
の
通
路
等
の
確
保

の
状
況

敷
地
内
の
排
水
の
状
況

地
盤
沈
下
等
に
よ
る
不

陸

、
傾
斜
等
の
状
況

目
視
に
よ
り
確
認
し
又
は
鋼
製
巻
尺

等
に
よ
り
測
定
す
る

。

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認
し
又
は
鋼

製
巻
尺
等
に
よ
り
測
定
す
る

。

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

（
ろ

）
調
査
方
法

条
例
第
十
七
条

（
条
例
第
七
十
三
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む

。

）
の
規
定
に
適
合
し

な
い
こ
と

。

敷
地
内
の
通
路
等
に
支
障
物
が
あ
る
こ
と

。

敷
地
内
の
通
路
等
の
有
効
幅
員
が
不
足
し
て
い

る
こ
と

。

敷
地
内
の
通
路
等
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
こ

と

。

排
水
管
の
詰
ま
り
に
よ
る
汚
水
の
溢
れ
等
に
よ

り
衛
生
上
問
題
が
あ
る
こ
と

。

建
築
物
周
辺
に
陥
没
が
あ
り

、
安
全
性
を
著
し

く
損
ね
て
い
る
こ
と

。

（
は

）
判
定
基
準

別
表

（
い

）
調
査
項
目

一敷
地

及
び

地
盤

地
盤

敷
地

建
築
基
準
法
施
行
令

（
昭
和
二
十
五
年
政
令

第
三
百
三
十
八
号

。
以

下

「
令

」
と
い
う

。

）

第
百
二
十
八
条
に
規
定

す
る
通
路

、
東
京
都
建

築
安
全
条
例

（
昭
和
二

十
五
年
東
京
都
条
例
第

八
十
九
号

。
以
下

「
条

例

」
と
い
う

。

）
第
十

条
の
四
第
一
項
に
規
定

す
る
屋
外
避
難
通
路

、

第
二
十
三
条
第
二
項
に

規
定
す
る
寄
り
付
き
等

及
び
第
四
十
六
条
第
二

項
に
規
定
す
る
通
路

（
以
下
こ
の
部
に
お
い

て

「
敷
地
内
の
通
路

等

」
と
い
う

。

）

共
同
住
宅
等
の
主
要
な

出
入
り
口
か
ら
の
通
路

等



(15) (14) (13) (12) (11) (10) (9) (8) (7)

が
け
の
安
全
上
の
支
障
の

状
況

擁
壁
の
水
抜
き
パ
イ
プ
の

維
持
保
全
の
状
況

擁
壁
の
劣
化
及
び
損
傷
の

状
況

組
積
造
の
塀
又
は
補
強
コ

ン
ク
リ
ー

ト
ブ
ロ

ッ
ク
造

の
塀
等
の
劣
化
及
び
損
傷

の
状
況

組
積
造
の
塀
又
は
補
強
コ

ン
ク
リ
ー

ト
ブ
ロ

ッ
ク
造

の
塀
等
の
耐
震
対
策
の
状

況 窓
先
空
地
又
は
窓
先
空
地

か
ら
道
路
等
に
至
る
ま
で

の
屋
外
通
路
等
の
支
障
物

の
状
況

窓
先
空
地
か
ら
道
路
等
に

至
る
ま
で
の
屋
外
通
路
の

確
保
の
状
況

窓
先
空
地
の
確
保
の
状
況

通
路
等
の
支
障
物
の
状
況

目
視
又
は
必
要
に
応
じ
て
鋼
製
巻
尺

等
に
よ
り
測
定
す
る

。

必
要
に
応
じ
て
双
眼
鏡
等
を
使
用
し

目
視
に
よ
り
確
認
す
る
と
と
も
に

、

手
の
届
く
範
囲
は
必
要
に
応
じ
て
鉄

筋
棒
等
を
挿
入
し
確
認
す
る

。

必
要
に
応
じ
て
双
眼
鏡
等
を
使
用
し

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

目
視

、
下
げ
振
り
等
に
よ
り
確
認
す

る

。

設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認
し
又
は
鋼

製
巻
尺
等
に
よ
り
測
定
す
る

。

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認
し
又
は
鋼

製
巻
尺
等
に
よ
り
測
定
す
る

。

設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認
し
又
は
鋼

製
巻
尺
等
に
よ
り
測
定
す
る

。

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

条
例
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
適
合
し
な
い
こ

と

。

水
抜
き
パ
イ
プ
に
詰
ま
り
が
あ
る
こ
と

。

著
し
い
傾
斜
若
し
く
は
ひ
び
割
れ
が
あ
る
こ
と

又
は
目
地
部
よ
り
土
砂
が
流
出
し
て
い
る
こ

と

。

著
し
い
ひ
び
割
れ

、
破
損
又
は
傾
斜
が
生
じ
て

い
る
こ
と

。

令
第
六
十
一
条
又
は
令
第
六
十
二
条
の
八
の
規

定
に
適
合
し
な
い
こ
と

。

条
例
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
窓
先
空
地

又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
窓
先
空
地
か
ら
道
路

等
に
至
る
ま
で
の
屋
外
通
路
等
に
支
障
物
が
あ

る
こ
と

。

条
例
第
十
九
条
第
二
項

（
条
例
第
三
十
七
条
又

は
第
七
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む

。

）
の
規
定
に
適
合
し
な
い
こ
と

。

条
例
第
十
九
条
第
一
項

（
条
例
第
三
十
七
条
又

は
第
七
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む

。

）
の
規
定
に
適
合
し
な
い
こ
と

。

通
路
等
に
支
障
物
が
あ
る
こ
と

。

窓
先
空
地
及
び
屋
外
通

路塀擁
壁

が
け



(8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) (17) (16)

補
強
コ
ン
ク
リ
ー

ト
ブ

ロ

ッ
ク
造
の
外
壁
く
体
の

劣
化
及
び
損
傷
の
状
況

組
積
造
の
外
壁
く
体
の
劣

化
及
び
損
傷
の
状
況

木
造
の
外
壁
く
体
の
劣
化

及
び
損
傷
の
状
況

外
壁

、
軒
裏
及
び
外
壁
の

開
口
部
で
延
焼
の
お
そ
れ

の
あ
る
部
分
の
防
火
対
策

の
状
況

土
台
の
劣
化
及
び
損
傷
の

状
況

土
台
の
沈
下
等
の
状
況

基
礎
の
劣
化
及
び
損
傷
の

状
況

基
礎
の
沈
下
等
の
状
況

支
持
部
分
等
の
劣
化
及
び

損
傷
の
状
況

広
告
塔
及
び
広
告
板
本
体

の
劣
化
及
び
損
傷
の
状
況

必
要
に
応
じ
て
双
眼
鏡
等
を
使
用
し

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

必
要
に
応
じ
て
双
眼
鏡
等
を
使
用
し

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

必
要
に
応
じ
て
双
眼
鏡
等
を
使
用
し

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認
す
る

。

目
視
及
び
手
の
届
く
範
囲
を
テ
ス
ト

ハ
ン
マ
ー

に
よ
る
打
診
等
に
よ
り
確

認
す
る

。

目
視
及
び
建
具
の
開
閉
具
合
等
に
よ

り
確
認
す
る

。

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

目
視
及
び
建
具
の
開
閉
具
合
等
に
よ

り
確
認
す
る

。

目
視
及
び
手
の
届
く
範
囲
を
テ
ス
ト

ハ
ン
マ
ー

に
よ
る
打
診
等
に
よ
り
確

認
す
る

。

必
要
に
応
じ
て
双
眼
鏡
等
を
使
用
し

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

目
地
モ
ル
タ
ル
に
著
し
い
欠
落
が
あ
る
こ
と
又

は
ブ
ロ

ッ
ク
積
み
に
変
位
等
が
あ
る
こ
と

。

れ
ん
が

、
石
等
に
割
れ

、
ず
れ
等
が
あ
る
こ

と

。

木
材
に
著
し
い
腐
朽

、
損
傷
若
し
く
は
虫
害
が

あ
る
こ
と
又
は
緊
結
金
物
に
著
し
い
さ
び

、
腐

食
等
が
あ
る
こ
と

。

法
第
二
十
三
条

、
第
二
十
四
条

、
第
二
十
五
条

若
し
く
は
第
六
十
四
条
又
は
条
例
第
十
一
条
の

二
の
規
定
に
適
合
し
な
い
こ
と

。

木
材
に
著
し
い
腐
朽

、
損
傷
若
し
く
は
虫
害
が

あ
る
こ
と
又
は
緊
結
金
物
に
著
し
い
さ
び

、
腐

食
等
が
あ
る
こ
と

。

土
台
に
た
わ
み

、
傾
斜
等
が
あ
る
こ
と
又
は
建

具
開
閉
に
支
障
が
あ
る
こ
と

。

礎
石
に
ず
れ
が
あ
る
こ
と
又
は
コ
ン
ク
リ
ー

ト

面
に
鉄
筋
露
出
若
し
く
は
著
し
い
ひ
び
割
れ

、

欠
損
等
が
あ
る
こ
と

。

地
盤
沈
下
に
伴
う
著
し
い
ひ
び
割
れ
が
あ
る
こ

と
又
は
建
具
開
閉
等
に
支
障
が
あ
る
こ
と

。

支
持
部
分
に
緊
結
不
良
が
あ
る
こ
と
又
は
緊
結

金
物
に
著
し
い
さ
び

、
腐
食
等
が
あ
る
こ
と

。

広
告
塔
及
び
広
告
板
本
体
に
著
し
い
さ
び
又
は

腐
食
が
発
生
し
て
い
る
こ
と

。

敷
地
に
直
接
設
置
し
た

広
告
塔
及
び
広
告
板

基
礎

土
台

（
木
造
に
限

る

。

）

く
体
等

二建
築

物
の

外
部

外
壁



(11) (10) (9)

タ
イ
ル

、
石
ば
り
等

（
乾

式
工
法
に
よ
る
も
の
を
除

く

。

）
、
モ
ル
タ
ル
等
の

劣
化
及
び
損
傷
の
状
況

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
造
及

び
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
造
の
外
壁
く
体
の
劣
化

及
び
損
傷
の
状
況

鉄
骨
造
の
外
壁
く
体
の
劣

化
及
び
損
傷
の
状
況

開
口
隅
部

、
水
平
打
継
部

、
斜
壁
部

等
の
う
ち
手
の
届
く
範
囲
を
テ
ス
ト

ハ
ン
マ
ー

に
よ
る
打
診
等
に
よ
り
確

認
し

、
そ
の
他
の
部
分
は
必
要
に
応

じ
て
双
眼
鏡
等
を
使
用
し
目
視
に
よ

り
確
認
し

、
異
常
が
認
め
ら
れ
た
場

合
に
あ

っ
て
は

、
落
下
に
よ
り
歩
行

者
等
に
危
害
を
加
え
る
お
そ
れ
の
あ

る
部
分
を
全
面
的
に
テ
ス
ト
ハ
ン

マ
ー

に
よ
る
打
診
等
に
よ
り
確
認
す

る

。
た
だ
し

、
竣
工
後

、
外
壁
改
修

後
若
し
く
は
落
下
に
よ
り
歩
行
者
等

に
危
害
を
加
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
部

分
の
全
面
的
な
テ
ス
ト
ハ
ン
マ
ー

に

よ
る
打
診
等
を
実
施
し
た
後
十
年
を

超
え

、
か
つ
三
年
以
内
に
落
下
に
よ

り
歩
行
者
等
に
危
害
を
加
え
る
お
そ

れ
の
あ
る
部
分
の
全
面
的
な
テ
ス
ト

ハ
ン
マ
ー

に
よ
る
打
診
等
を
実
施
し

て
い
な
い
場
合
に
あ

っ
て
は

、
落
下

に
よ
り
歩
行
者
等
に
危
害
を
加
え
る

お
そ
れ
の
あ
る
部
分
を
全
面
的
に
テ

ス
ト
ハ
ン
マ
ー

に
よ
る
打
診
等
に
よ

り
確
認
す
る

（
三
年
以
内
に
外
壁
改

修
等
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
確
実
で
あ

る
場
合
又
は
別
途
歩
行
者
等
の
安
全

を
確
保
す
る
た
め
の
対
策
を
講
じ
て

い
る
場
合
を
除
く

。

）
。

必
要
に
応
じ
て
双
眼
鏡
等
を
使
用
し

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

必
要
に
応
じ
て
双
眼
鏡
等
を
使
用
し

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

外
壁
タ
イ
ル
等
に
は
く
落
等
が
あ
る
こ
と
又
は

著
し
い
白
華

、
ひ
び
割
れ

、
浮
き
等
が
あ
る
こ

と

。

コ
ン
ク
リ
ー

ト
面
に
鉄
筋
露
出
又
は
著
し
い
白

華

、
ひ
び
割
れ

、
欠
損
等
が
あ
る
こ
と

。

鋼
材
に
著
し
い
さ
び

、
腐
食
等
が
あ
る
こ
と

。

外
装
仕
上
げ

材
等



(4) (3) (2) (1) (18) (17) (16) (15) (14) (13) (12)

金
属
笠
木
の
劣
化
及
び
損

傷
の
状
況

笠
木
モ
ル
タ
ル
等
の
劣
化

及
び
損
傷
の
状
況

パ
ラ
ペ

ッ
ト
の
立
ち
上
り

面
の
劣
化
及
び
損
傷
の
状

況 屋
上
面
の
劣
化
及
び
損
傷

の
状
況

支
持
部
分
等
の
劣
化
及
び

損
傷
の
状
況

機
器
本
体
の
劣
化
及
び
損

傷
の
状
況

は
め
殺
し
窓
の
ガ
ラ
ス
の

固
定
の
状
況

サ

ッ
シ
等
の
劣
化
及
び
損

傷
の
状
況

コ
ン
ク
リ
ー

ト
系
パ
ネ
ル

（
帳
壁
を
含
む

。

）
の
劣

化
及
び
損
傷
の
状
況

金
属
系
パ
ネ
ル

（
帳
壁
を

含
む

。

）
の
劣
化
及
び
損

傷
の
状
況

乾
式
工
法
に
よ
る
タ
イ

ル

、
石
ば
り
等
の
劣
化
及

び
損
傷
の
状
況

目
視
及
び
テ
ス
ト
ハ
ン
マ
ー

に
よ
る

打
診
等
に
よ
り
確
認
す
る

。

目
視
及
び
テ
ス
ト
ハ
ン
マ
ー

に
よ
る

打
診
等
に
よ
り
確
認
す
る

。

目
視
及
び
テ
ス
ト
ハ
ン
マ
ー

に
よ
る

打
診
等
に
よ
り
確
認
す
る

。

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

必
要
に
応
じ
て
双
眼
鏡
等
を
使
用
し

目
視
に
よ
り
確
認
し
又
は
手
の
届
く

範
囲
を
テ
ス
ト
ハ
ン
マ
ー

に
よ
る
打

診
等
に
よ
り
確
認
す
る

。

必
要
に
応
じ
て
双
眼
鏡
等
を
使
用
し

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

触
診
に
よ
り
確
認
す
る

。

必
要
に
応
じ
て
双
眼
鏡
等
を
使
用
し

目
視
に
よ
り
確
認
し
又
は
開
閉
に
よ

り
確
認
す
る

。

必
要
に
応
じ
て
双
眼
鏡
等
を
使
用
し

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

必
要
に
応
じ
て
双
眼
鏡
等
を
使
用
し

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

必
要
に
応
じ
て
双
眼
鏡
等
を
使
用
し

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

笠
木
に
著
し
い
さ
び
若
し
く
は
腐
食
が
あ
る
こ

と
又
は
笠
木
接
合
部
に
緩
み
が
あ
り
部
分
的
に

変
形
し
て
い
る
こ
と

。

モ
ル
タ
ル
面
に
著
し
い
ひ
び
割
れ

、
欠
損
等
が

あ
る
こ
と

。

モ
ル
タ
ル
等
の
仕
上
げ
材
に
著
し
い
白
華

、
ひ

び
割
れ
等
が
あ
る
こ
と
又
は
パ
ネ
ル
が
破
損
し

て
い
る
こ
と

。

歩
行
上
危
険
な
ひ
び
割
れ
若
し
く
は
反
り
が
あ

る
こ
と
又
は
伸
縮
目
地
材
が
欠
落
し
植
物
が
繁

茂
し
て
い
る
こ
と

。

支
持
部
分
に
緊
結
不
良
が
あ
る
こ
と
又
は
緊
結

金
物
に
著
し
い
さ
び

、
腐
食
等
が
あ
る
こ
と

。

機
器
本
体
に
著
し
い
さ
び
又
は
腐
食
が
あ
る
こ

と

。

昭
和
四
十
六
年
建
設
省
告
示
第
百
九
号
第
三
第

四
号
の
規
定
に
適
合
し
て
い
な
い
こ
と

。

サ

ッ
シ
等
の
腐
食
又
は
ネ
ジ
等
の
緩
み
に
よ
り

変
形
し
て
い
る
こ
と

。

さ
び
汁
を
伴

っ
た
ひ
び
割
れ

、
欠
損
等
が
あ
る

こ
と

。

パ
ネ
ル
面
又
は
取
合
い
部
が
著
し
い
さ
び
等
に

よ
り
変
形
し
て
い
る
こ
と

。

ひ
び
割
れ

、
欠
損
等
が
あ
る
こ
と

。

窓
サ

ッ
シ
等

外
壁
に
緊
結

さ
れ
た
広
告

板

、
空
調
室

外
機
等

三屋
上

及
び

屋
根

屋
上
面

屋
上
回
り

（
屋
上
面
を

除
く

。

）



(2) (1) (9) (8) (7) (6) (5)

支
持
部
分
等
の
劣
化
及
び

損
傷
の
状
況

機
器

、
工
作
物
本
体
及
び

接
合
部
の
劣
化
及
び
損
傷

の
状
況

屋
根
の
劣
化
及
び
損
傷
の

状
況

屋
根
の
防
火
対
策
の
状
況

排
水
溝

（
ド
レ
ー

ン
を
含

む

。

）
の
劣
化
及
び
損
傷

の
状
況

設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認
す
る

。

設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認
す
る

。

目
視
及
び
テ
ス
ト
ハ
ン
マ
ー

に
よ
る

打
診
等
に
よ
り
確
認
す
る

。

目
視
及
び
テ
ス
ト
ハ
ン
マ
ー

に
よ
る

打
診
等
に
よ
り
確
認
す
る

。

必
要
に
応
じ
て
双
眼
鏡
等
を
使
用
し

目
視
に
よ
り
確
認
し
又
は
テ
ス
ト
ハ

ン
マ
ー

に
よ
る
打
診
等
に
よ
り
確
認

す
る

。

設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認
す
る

。

目
視
及
び
テ
ス
ト
ハ
ン
マ
ー

に
よ
る

打
診
等
に
よ
り
確
認
す
る

。

令
第
百
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
八
項

（
令
第
百

二
十
九
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ

れ

、
か
つ

、
全
館
避
難
安
全
性
能
に
影
響
を
及

ぼ
す
修
繕
等
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ

っ

て
は

、
第
五
項
を
除
く

。

）
又
は
条
例
第
二
十

五
条
の
規
定
に
適
合
し
な
い
こ
と

。

令
第
百
十
二
条
第
九
項
の
規
定
に
適
合
し
な
い

こ
と

。
た
だ
し

、
令
第
百
二
十
九
条
の
二
の
二

第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ

、
か
つ

、
全
館
避

難
安
全
性
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
修
繕
等
が
行
わ

れ
て
い
な
い
場
合
を
除
く

。

支
持
部
分
に
緊
結
不
良
若
し
く
は
緊
結
金
物
に

著
し
い
腐
食
等
又
は
コ
ン
ク
リ
ー

ト
基
礎
等
に

著
し
い
ひ
び
割
れ

、
欠
損
等
が
あ
る
こ
と

。

機
器
若
し
く
は
工
作
物
本
体
又
は
こ
れ
ら
と
屋

上
及
び
屋
根
と
の
接
合
部
に
著
し
い
さ
び

、
腐

食
等
が
あ
る
こ
と

。

屋
根
ふ
き
材
に
割
れ
が
あ
る
こ
と
又
は
緊
結
金

物
に
著
し
い
腐
食
等
が
あ
る
こ
と

。

防
火
地
域
又
は
準
防
火
地
域
内
の
建
築
物
の
屋

根
に
あ

っ
て
は
法
第
六
十
三
条
の
規
定
に
適
合

し
な
い
こ
と
又
は
平
成
七
年
東
京
都
告
示
第
三

百
五
十
四
号
に
お
い
て
指
定
す
る
区
域
内
の
建

築
物
の
屋
根
に
あ

っ
て
は
法
第
二
十
二
条
第
一

項
の
規
定
に
適
合
し
な
い
こ
と

。

排
水
溝
の
モ
ル
タ
ル
に
著
し
い
ひ
び
割
れ

、
浮

き
等
が
あ
る
こ
と

。

四建
築

物
の

内
部

屋
根

機
器
及
び
工
作
物

（
冷

却
塔
設
備

、
広
告
塔

等

）

防
火
区

画

令
第
百
十
二
条
第
九
項
に
規
定
す
る
区
画

の
状
況

令
第
百
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で

又
は
同
条
第
五
項
か
ら
第
八
項
ま
で
の
各

項
等
に
規
定
す
る
区
画
の
状
況



(8) (7) (6) (5) (4) (3)

組
積
造
の
壁
の
室
内
に
面

す
る
部
分
の
く
体
の
劣
化

及
び
損
傷
の
状
況

木
造
の
壁
の
室
内
に
面
す

る
部
分
の
く
体
の
劣
化
及

び
損
傷
の
状
況

令
第
百
十
二
条
第
十
項
に

規
定
す
る
外
壁
等
及
び
同

条
第
十
一
項
に
規
定
す
る

防
火
設
備
の
劣
化
及
び
損

傷
の
状
況

令
第
百
十
二
条
第
十
項
に

規
定
す
る
外
壁
等
及
び
同

条
第
十
一
項
に
規
定
す
る

防
火
設
備
の
処
置
の
状
況

必
要
に
応
じ
て
双
眼
鏡
等
を
使
用
し

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

必
要
に
応
じ
て
双
眼
鏡
等
を
使
用
し

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認
す
る

。

設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認
す
る

。

設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認
す
る

。

れ
ん
が

、
石
等
に
割
れ

、
ず
れ
等
が
あ
る
こ

と

。

木
材
に
著
し
い
腐
朽

、
損
傷
若
し
く
は
虫
害
が

あ
る
こ
と
又
は
緊
結
金
物
に
著
し
い
さ
び

、
腐

食
等
が
あ
る
こ
と

。

令
第
百
十
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
外
壁
等

、

同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
防
火
設
備
に
損
傷

が
あ
る
こ
と

。

令
第
百
十
二
条
第
十
項
又
は
第
十
一
項
の
規
定

に
適
合
し
な
い
こ
と

。

条
例
第
八
条
の
規
定
に
適
合
し
な
い
こ
と

。
た

だ
し

、
令
第
百
二
十
九
条
の
二
の
二
第
一
項
の

規
定
が
適
用
さ
れ

、
か
つ

、
全
館
避
難
安
全
性

能
に
影
響
を
及
ぼ
す
修
繕
等
が
行
わ
れ
て
い
な

い
場
合
を
除
く

。

令
第
百
十
二
条
十
二
項
若
し
く
は
第
十
三
項
又

は
条
例
第
十
条
の
五

、
第
三
十
条

、
第
三
十
八

条

、
第
三
十
九
条
若
し
く
は
第
四
十
八
条
か
ら

第
五
十
一
条
ま
で

（
令
第
百
二
十
九
条
の
二
第

一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ

、
か
つ
階
避
難
安
全

性
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
修
繕
等
が
行
わ
れ
て
い

な
い
場
合
に
あ

っ
て
は

、
条
例
第
四
十
八
条
を

除
き

、
令
百
二
十
九
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規

定
が
適
用
さ
れ

、
か
つ
全
館
避
難
安
全
性
能
に

影
響
を
及
ぼ
す
修
繕
等
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場

合
に
あ

っ
て
は

、
令
第
百
十
二
条
十
二
項

、
第

十
三
項

、
条
例
第
四
十
八
条
及
び
第
四
十
九
条

を
除
く

。

）
の
規
定
に
適
合
し
な
い
こ
と

。

令
第
百
十
二
条
第
十
二
項

、
第
十
三
項
等

に
規
定
す
る
区
画
の
状
況

条
例
第
八
条
に
規
定
す
る
区
画
の
状
況

防
火
区
画
の

外
周
部

く
体
等

壁
の
室

内
に
面

す
る
部

分



(12) (11) (10) (9)

準
耐
火
性
能
等
の
確
保
の

状
況

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
造
及

び
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
造
の
壁
の
室
内
に
面
す

る
部
分
の
く
体
の
劣
化
及

び
損
傷
の
状
況

鉄
骨
造
の
壁
の
室
内
に
面

す
る
部
分
の
く
体
の
劣
化

及
び
損
傷
の
状
況

補
強
コ
ン
ク
リ
ー

ト
ブ

ロ

ッ
ク
造
の
壁
の
室
内
に

面
す
る
部
分
の
く
体
の
劣

化
及
び
損
傷
の
状
況

設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認
す
る

。

必
要
に
応
じ
て
双
眼
鏡
等
を
使
用
し

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

必
要
に
応
じ
て
双
眼
鏡
等
を
使
用
し

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

必
要
に
応
じ
て
双
眼
鏡
等
を
使
用
し

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

次
に
掲
げ
る
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ

と

。
（
一

）
　
令
第
百
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
四
項

ま
で
又
は
第
十
三
項

（
令
第
百
二
十
九
条
の
二

の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ

、
か
つ

、
全

館
避
難
安
全
性
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
修
繕
等
が

行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ

っ
て
は

、
第
十
三

項
を
除
く

。

）
の
規
定
に
よ
る
防
火
区
画
　
令

第
百
十
五
条
の
二
の
二
の
規
定
に
適
合
し
な
い

こ
と

。

（
二

）
　
令
第
百
十
二
条
第
五
項
又
は
第
八
項

（
令
第
百
二
十
九
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定

が
適
用
さ
れ

、
か
つ

、
全
館
避
難
安
全
性
能
に

影
響
を
及
ぼ
す
修
繕
等
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場

合
に
あ

っ
て
は

、
第
五
項
を
除
く

。

）
の
規
定

に
よ
る
防
火
区
画
　
令
第
百
七
条
の
規
定
に
適

合
し
な
い
こ
と

。

（
三

）
　
令
第
百
十
二
条
第
九
項

、
第
十
項
又

は
第
十
二
項

（
令
第
百
二
十
九
条
の
二
の
二
第

一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ

、
か
つ

、
全
館
避
難

安
全
性
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
修
繕
等
が
行
わ
れ

て
い
な
い
場
合
に
あ

っ
て
は

、
第
九
項
及
び
第

十
二
項
を
除
く

。

）
の
規
定
に
よ
る
防
火
区
画

令
第
百
七
条
の
二
の
規
定
に
適
合
し
な
い
こ

と

。

コ
ン
ク
リ
ー

ト
面
に
鉄
筋
露
出
又
は
著
し
い
白

華

、
ひ
び
割
れ

、
欠
損
等
が
あ
る
こ
と

。

鋼
材
に
著
し
い
さ
び

、
腐
食
等
が
あ
る
こ
と

。

目
地
モ
ル
タ
ル
に
著
し
い
欠
落
が
あ
る
こ
と
又

は
ブ
ロ

ッ
ク
積
み
に
変
位
が
あ
る
こ
と

。

令
第
百
十
五

条
の
二
の
二

第
一
項
第
一

号
に
掲
げ
る

基
準
に
適
合

す
る
準
耐
火

構
造
の
壁

、

耐
火
構
造
の

壁
又
は
準
耐

火
構
造
の
壁

（
防
火
区
画

を
構
成
す
る

壁
に
限

る

。

）



(17) (16) (15) (14) (13)

令
第
百
二
十

九
条
各
項
等

に
規
定
す
る

建
築
物
の
壁

の
室
内
に
面

す
る
部
分

令
第
百
十
四

条
に
規
定
す

る
界
壁

、
間

仕
切
壁
及
び

隔
壁

室
内
に
面
す
る
部
分
の
仕

上
げ
の
維
持
保
全
の
状
況

令
第
百
十
四
条
に
規
定
す

る
界
壁

、
間
仕
切
壁
及
び

隔
壁
の
状
況

給
水
管

、
配
電
管
そ
の
他

の
管
又
は
風
道
の
区
画
貫

通
部
の
充
て
ん
等
の
処
理

の
状
況

鉄
骨
の
耐
火
被
覆
の
劣
化

及
び
損
傷
の
状
況

部
材
の
劣
化
及
び
損
傷
の

状
況

設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認
す
る

。

設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認
し

、
修
繕

等
が
行
わ
れ

、
か
つ

、
点
検
口
等
が

あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は

、
点
検
口
等

か
ら
目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認
し

、
修
繕

等
が
行
わ
れ

、
か
つ

、
点
検
口
等
が

あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は

、
点
検
口
等

か
ら
目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認
し

、
法
第

十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
調

査
以
後
に
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
く
確
認
を
要
し
な
い
規
模
の

修
繕
や
模
様
替
え
等

（
以
下

「
修
繕

等

」
と
い
う

。

）
が
行
わ
れ

、
か

つ

、
点
検
口
等
が
あ
る
場
合
に
あ

っ

て
は

、
点
検
口
等
か
ら
目
視
に
よ
り

確
認
す
る

。

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

令
第
百
二
十
九
条
又
は
条
例
第
十
五
条

、
第
七

十
二
条

、
第
七
十
三
条
若
し
く
は
第
七
十
五
条

（
令
第
百
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適

用
さ
れ

、
か
つ
階
避
難
安
全
性
能
に
影
響
を
及

ぼ
す
修
繕
等
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
又
は
令

第
百
二
十
九
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適

用
さ
れ

、
か
つ
全
館
避
難
安
全
性
能
に
影
響
を

及
ぼ
す
修
繕
等
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に

あ

っ
て
は

、
令
第
百
二
十
九
条
第
二
項

、
第
六

項

、
第
七
項
及
び
階
段
に
係
る
部
分
以
外
の
規

定
並
び
に
条
例
第
十
五
条

（
専
修
学
校
及
び
各

種
学
校
に
限
り

、
か
つ

、
階
段
に
係
る
部
分
を

除
く

。

）
及
び
第
七
十
二
条

（
階
段
に
係
る
部

分
を
除
く

。

）
の
規
定
を
除
く

。

）
の
規
定
に

適
合
し
な
い
こ
と

。

令
第
百
十
四
条
の
規
定
に
適
合
し
な
い
こ
と

。

令
第
百
十
二
条
第
十
五
項

、
第
十
六
項
若
し
く

は
令
第
百
二
十
九
条
の
二
の
五
又
は
条
例
第
七

十
四
条
の
規
定
に
適
合
し
な
い
こ
と

。

耐
火
被
覆
の
は
が
れ
等
に
よ
り
鉄
骨
が
露
出
し

て
い
る
こ
と

。

各
部
材
及
び
接
合
部
に
穴
又
は
破
損
が
あ
る
こ

と

。



（２２） （２１） (20) (19) (18)

部
材
の
劣
化
及
び
損
傷
の

状
況

準
耐
火
性
能
等
の
確
保
の

状
況

鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
造
及

び
鉄
骨
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー

ト
造
の
床
く
体
の
劣
化
及

び
損
傷
の
状
況

鉄
骨
造
の
床
く
体
の
劣
化

及
び
損
傷
の
状
況

木
造
の
床
く
体
の
劣
化
及

び
損
傷
の
状
況

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認
す
る

。

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

各
部
材
及
び
接
合
部
に
穴
や
破
損
が
あ
る
こ

と

。

次
に
掲
げ
る
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ

と

。
（
一

）
　
令
第
百
十
二
条
第
一
項
か
ら
第
四
項

ま
で
又
は
第
十
三
項

（
令
第
百
二
十
九
条
の
二

の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ

、
か
つ

、
全

館
避
難
安
全
性
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
修
繕
等
が

行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ

っ
て
は

、
第
十
三

項
を
除
く

。

）
の
規
定
に
よ
る
防
火
区
画
　
令

第
百
十
五
条
の
二
の
二
の
規
定
に
適
合
し
な
い

こ
と

。

（
二

）
　
令
第
百
十
二
条
第
五
項
又
は
第
八
項

（
令
第
百
二
十
九
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定

が
適
用
さ
れ

、
か
つ

、
全
館
避
難
安
全
性
能
に

影
響
を
及
ぼ
す
修
繕
等
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場

合
に
あ

っ
て
は

、
第
五
項
を
除
く

。

）
の
規
定

に
よ
る
防
火
区
画
　
令
第
百
七
条
の
規
定
に
適

合
し
な
い
こ
と

。

（
三

）
　
令
第
百
十
二
条
第
九
項

、
第
十
項
又

は
第
十
二
項

（
令
第
百
二
十
九
条
の
二
の
二
第

一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ

、
か
つ

、
全
館
避
難

安
全
性
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
修
繕
等
が
行
わ
れ

て
い
な
い
場
合
に
あ

っ
て
は

、
第
九
項
及
び
第

十
二
項
を
除
く

。

）
の
規
定
に
よ
る
防
火
区
画

令
第
百
七
条
の
二
の
規
定
に
適
合
し
な
い
こ

と

。

コ
ン
ク
リ
ー

ト
面
に
鉄
筋
露
出
又
は
著
し
い
白

華

、
ひ
び
割
れ

、
欠
損
等
が
あ
る
こ
と

。

鋼
材
に
著
し
い
さ
び

、
腐
食
等
が
あ
る
こ
と

。

木
材
に
著
し
い
腐
朽

、
損
傷
若
し
く
は
虫
害
が

あ
る
こ
と
又
は
緊
結
金
物
に
著
し
い
さ
び

、
腐

食
等
が
あ
る
こ
と

。

く
体
等

床

令
第
百
十
五

条
の
二
の
二

第
一
項
第
一

号
に
掲
げ
る

基
準
に
適
合

す
る
準
耐
火

構
造
の
床

、

耐
火
構
造
の

床
又
は
準
耐

火
構
造
の
床

（
防
火
区
画

を
構
成
す
る

床
に
限

る

。

）



（２８） （２７） （２６） （２５） （２４） （２３）

お
お
む
ね
五

百
平
方
メ
ー

ト
ル
以
上
の

空
間
を
有
す

る
建
築
物

居
室
か
ら
地
上
へ
通
じ
る

主
た
る
廊
下

、
階
段
そ
の

他
の
通
路
に
設
置
さ
れ
た

防
火
設
備
に
お
け
る
く
ぐ

り
戸
の
設
置
の
状
況

区
画
に
対
応
し
た
防
火
設

備
の
設
置
の
状
況

お
お
む
ね
五
百
平
方
メ
ー

ト
ル
以
上
の
空
間
の
天
井

に
お
け
る
耐
震
対
策
の
状

況 室
内
に
面
す
る
部
分
の
仕

上
げ
の
劣
化
及
び
損
傷
の

状
況

室
内
に
面
す
る
部
分
の
仕

上
げ
の
維
持
保
全
の
状
況

給
水
管

、
配
電
管
そ
の
他

の
管
又
は
風
道
の
区
画
貫

通
部
の
充
て
ん
等
の
処
理

の
状
況

目
視
及
び
設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認

す
る

。

目
視
及
び
設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認

す
る

。

設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認
す
る
と
と

も
に

、
必
要
に
応
じ
て
双
眼
鏡
等
を

使
用
し
目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

必
要
に
応
じ
て
双
眼
鏡
等
を
使
用
し

目
視
に
よ
り
確
認
し
又
は
テ
ス
ト
ハ

ン
マ
ー

に
よ
る
打
診
等
に
よ
り
確
認

す
る

。

設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認
す
る

。

設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認
し

、
修
繕

等
が
行
わ
れ

、
か
つ

、
点
検
口
等
が

あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
点
検
口
等
か

ら
目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

令
第
百
十
二
条
第
十
四
項
の
規
定
に
適
合
し
な

い
こ
と

。

令
第
百
十
二
条
第
十
四
項
の
規
定
に
適
合
し
な

い
こ
と

。

当
該
空
間
の
天
井
に
耐
震
対
策
が
な
い
こ
と

。

室
内
に
面
す
る
部
分
の
仕
上
げ
に
浮
き

、
た
わ

み
等
の
劣
化
若
し
く
は
損
傷
が
あ
る
こ
と
又
は

は
く
落
等
が
あ
る
こ
と

。

令
第
百
二
十
九
条
又
は
条
例
第
十
五
条

、
第
七

十
二
条

、
第
七
十
三
条
若
し
く
は
第
七
十
五
条

（
令
第
百
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適

用
さ
れ

、
か
つ
階
避
難
安
全
性
能
に
影
響
を
及

ぼ
す
修
繕
等
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
又
は
令

第
百
二
十
九
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適

用
さ
れ

、
か
つ
全
館
避
難
安
全
性
能
に
影
響
を

及
ぼ
す
修
繕
等
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に

あ

っ
て
は

、
令
第
百
二
十
九
条
第
二
項

、
第
六

項

、
第
七
項
及
び
階
段
に
係
る
部
分
以
外
の
規

定
並
び
に
条
例
第
十
五
条

（
専
修
学
校
及
び
各

種
学
校
に
限
り

、
か
つ

、
階
段
に
係
る
部
分
を

除
く

。

）
及
び
第
七
十
二
条

（
階
段
に
係
る
部

分
を
除
く

。

）
の
規
定
を
除
く

。

）
の
規
定
に

適
合
し
な
い
こ
と

。

令
第
百
十
二
条
第
十
五
項

、
第
十
六
項
若
し
く

は
令
第
百
二
十
九
条
の
二
の
五
又
は
条
例
第
七

十
四
条
の
規
定
に
適
合
し
な
い
こ
と

。

天
井

令
第
百
二
十

九
条
各
項
等

に
規
定
す
る

建
築
物
の
天

井
の
室
内
に

面
す
る
部
分

防
火
設
備

（
防
火
戸

、

シ

ャ
ッ
タ
ー

そ
の
他
こ

れ
ら
に
類
す
る
も
の
に

限
る

。

）



（３２） （３１） （３０） （２９）

本
体
と
枠
の
劣
化
及
び
損

傷
の
状
況

防
火
戸
の
開
放
方
向

常
時
閉
鎖
又
は
作
動
を
し

た
状
態
に
あ
る
も
の
以
外

の
防
火
設
備
に
お
け
る
煙

又
は
熱
を
感
知
し
自
動
的

に
閉
鎖
又
は
作
動
さ
せ
る

装
置
の
設
置
の
状
況

昭
和
四
十
八
年
建
設
省
告

示
第
二
千
五
百
六
十
三
号

第
一
第
一
号
ロ
に
規
定
す

る
基
準
に
つ
い
て
の
適
合

の
状
況

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

防
火
戸
に
あ

っ
て
は

、
各
階
の
主
要

な
防
火
戸
の
閉
鎖
時
間
を
ス
ト

ッ
プ

ウ

ォ
ッ
チ
等
に
よ
り
測
定
し

、
戸
の

重
量
に
よ
り
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー

を
確

認
す
る
と
と
も
に

、
必
要
に
応
じ
て

閉
鎖
す
る
力
を
テ
ン
シ

ョ
ン
ゲ
ー

ジ

等
に
よ
り
測
定
す
る

。
防
火
シ

ャ
ッ

タ
ー

等
に
あ

っ
て
は

、
各
階
の
主
要

な
防
火
シ

ャ
ッ
タ
ー

等
を
作
動
さ
せ

て
確
認
す
る

。
た
だ
し

、
三
年
以
内

に
実
施
し
た
点
検
の
記
録
が
あ
る
場

合
に
あ

っ
て
は

、
当
該
記
録
に
よ
り

確
認
す
る
こ
と
で
足
り
る

。

防
火
設
備
の
変
形
又
は
損
傷
に
よ
り
遮
炎
性
能

又
は
遮
煙
性
能

（
令
第
百
十
二
条
第
十
四
項
第

二
号
に
規
定
す
る
特
定
防
火
設
備
又
は
防
火
設

備
に
限
る

。

）
に
支
障
が
あ
る
こ
と

。

令
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
六
号

、
第
二
項
第

二
号
又
は
第
三
項
第
九
号

（
令
第
百
二
十
九
条

の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ

、
か
つ
階
避

難
安
全
性
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
修
繕
等
が
行
わ

れ
て
い
な
い
場
合
に
あ

っ
て
は

、
第
三
項
第
九

号

（
屋
内
か
ら
バ
ル
コ
ニ
ー

又
は
付
室
に
通
ず

る
出
入
口
に
係
る
部
分
に
限
る

。

）
を
除
き

、

令
第
百
二
十
九
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
が

適
用
さ
れ

、
か
つ
全
館
避
難
安
全
性
能
に
影
響

を
及
ぼ
す
修
繕
等
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に

あ

っ
て
は

、
第
一
項
第
六
号

、
第
二
項
第
二
号

及
び
第
三
項
第
九
号
を
除
く

。

）
の
規
定
に
適

合
し
な
い
こ
と

。

令
第
百
十
二
条
第
十
四
項
の
規
定
に
適
合
し
な

い
こ
と

。

昭
和
四
十
八
年
建
設
省
告
示
第
二
千
五
百
六
十

三
号
第
一
第
一
号
ロ
の
規
定
に
適
合
し
な
い
こ

と

。



（４２） （４１） （４０） （３９） （３８） （３７） （３６） （３５） （３４） （３３）

換
気
設
備
の
作
動
の
状
況

換
気
設
備
の
設
置
の
状
況

換
気
の
た
め
の
開
口
部
の

面
積
の
確
保
の
状
況

採
光
の
妨
げ
と
な
る
物
品

の
放
置
の
状
況

採
光
の
た
め
の
開
口
部
の

面
積
の
確
保
の
状
況

防
火
設
備
の
閉
鎖
の
障
害

と
な
る
照
明
器
具

、
懸
垂

物
等
の
状
況

照
明
器
具

、
懸
垂
物
等
の

落
下
防
止
対
策
の
状
況

常
時
閉
鎖
の
防
火
戸
の
固

定
の
状
況

閉
鎖
又
は
作
動
の
障
害
と

な
る
物
品
の
放
置
の
状
況

防
火
設
備
の
閉
鎖
又
は
作

動
の
状
況

各
階
の
主
要
な
換
気
設
備
の
作
動
を

確
認
す
る

。
た
だ
し

、
三
年
以
内
に

実
施
し
た
法
十
二
条
第
三
項
に
基
づ

く
検
査

（
以
下

「
定
期
検
査

」
と
い

う

。

）
等
の
記
録
が
あ
る
場
合
に

あ

っ
て
は

、
当
該
記
録
に
よ
り
確
認

す
る
こ
と
で
足
り
る

。

設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認
す
る

。

設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認
し
又
は
鋼

製
巻
尺
等
に
よ
り
測
定
す
る

。

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認
し
又
は
鋼

製
巻
尺
等
に
よ
り
測
定
す
る

。

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

必
要
に
応
じ
て
双
眼
鏡
等
を
使
用
し

目
視
に
よ
り
確
認
し
又
は
触
診
に
よ

り
確
認
す
る

。

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

各
階
の
主
要
な
防
火
設
備
の
閉
鎖
又

は
作
動
を
確
認
す
る

。
た
だ
し

、
三

年
以
内
に
実
施
し
た
点
検
の
記
録
が

あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は

、
当
該
記
録

に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
で
足
り
る

。
換
気
設
備
が
作
動
し
な
い
こ
と

。

法
第
二
十
八
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項

、
令

第
二
十
条
の
二
又
は
令
第
二
十
条
の
三
の
規
定

に
適
合
し
な
い
こ
と

。

法
第
二
十
八
条
第
二
項

、
令
第
二
十
条
の
二
又

は
令
第
二
十
条
の
三
の
規
定
に
適
合
し
な
い
こ

と

。

採
光
の
妨
げ
と
な
る
物
品
が
放
置
さ
れ
て
い
る

こ
と

。

法
第
二
十
八
条
第
一
項
又
は
令
第
十
九
条
の
規

定
に
適
合
し
な
い
こ
と

。

防
火
設
備
の
閉
鎖
に
支
障
が
あ
る
こ
と

。

照
明
器
具
又
は
懸
垂
物
に
著
し
い
さ
び

、
腐

食

、
緩
み

、
変
形
等
が
あ
る
こ
と

。

常
時
閉
鎖
の
防
火
戸
が
開
放
状
態
に
固
定
さ
れ

て
い
る
こ
と

。

物
品
が
放
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
防
火
設

備
の
閉
鎖
又
は
作
動
に
支
障
が
あ
る
こ
と

。

防
火
設
備
が
閉
鎖
又
は
作
動
し
な
い
こ
と

。

照
明
器
具

、
懸
垂
物
等

居
室
の
採
光
及
び
換
気



（４６） （４５） （４４） （４３）

除
去
又
は
囲
い
込
み
若
し

く
は
封
じ
込
め
に
よ
る
飛

散
防
止
措
置
の
実
施
の
状

況 吹
付
け
石
綿
等
の
劣
化
の

状
況

吹
付
け
石
綿
及
び
吹
付
け

ロ

ッ
ク
ウ
ー

ル
で
そ
の
含

有
す
る
石
綿
の
重
量
が
当

該
建
築
材
料
の
重
量
の

○
・
一
パ
ー

セ
ン
ト
を
超

え
る
も
の

（
以
下

「
吹
付

け
石
綿
等

」
と
い
う

。

）

の
使
用
の
状
況

換
気
の
妨
げ
と
な
る
物
品

の
放
置
の
状
況

必
要
に
応
じ
て
双
眼
鏡
等
を
使
用
し

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

三
年
以
内
に
実
施
し
た
劣
化
状
況
調

査
の
結
果
を
確
認
す
る

。

設
計
図
書

、
分
析
機
関
に
よ
る
分
析

結
果

、
目
視
等
に
よ
り
確
認
す
る

。

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

次
に
掲
げ
る
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ

と

。
（
一

）
　
増
築
若
し
く
は
改
築
を
行

っ
た
場
合

の
当
該
部
分

、
増
築
若
し
く
は
改
築
に
係
る
部

分
の
床
面
積
の
合
計
が
令
第
百
三
十
七
条
に
定

め
る
基
準
時

（
以
下

「
基
準
時

」
と
い
う

。

）

に
お
け
る
延
べ
面
積
の
二
分
の
一
を
越
え
る
増

築
若
し
く
は
改
築
を
行

っ
た
場
合
の
当
該
部
分

以
外
の
部
分
又
は
大
規
模
の
修
繕
若
し
く
は
大

規
模
の
模
様
替
え
を
行

っ
た
場
合
の
当
該
部
分

に
お
い
て

、
吹
付
け
石
綿
等
の
除
去
を
し
て
い

な
い
こ
と

。

（
二

）
　
増
築
若
し
く
は
改
築
に
係
る
部
分
の

床
面
積
の
合
計
が
基
準
時
に
お
け
る
延
べ
面
積

の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
増
築
若
し
く
は
改
築

を
行

っ
た
場
合
の
当
該
部
分
以
外
の
部
分
又
は

大
規
模
の
修
繕
若
し
く
は
大
規
模
の
模
様
替
え

を
行

っ
た
場
合
の
当
該
部
分
以
外
の
部
分
に
お

い
て

、
吹
付
け
石
綿
等
の
除
去

、
封
じ
込
め
又

は
囲
い
込
み
を
し
て
い
な
い
こ
と

。

表
面
の
毛
羽
立
ち

、
繊
維
の
く
ず
れ

、
た
れ
下

が
り

、
下
地
か
ら
の
浮
き

、
は
く
離
等
が
あ
る

こ
と
又
は
三
年
以
内
に
劣
化
状
況
調
査
が
行
わ

れ
て
い
な
い
こ
と

。

平
成
十
八
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
百
七
十
二

号
各
号
に
定
め
る
石
綿
を
あ
ら
か
じ
め
添
加
し

た
建
築
材
料
を
使
用
し
て
い
る
こ
と

。

換
気
の
妨
げ
と
な
る
物
品
が
放
置
さ
れ
て
い
る

こ
と

。

石
綿
等
を
添
加
し
た
建

築
材
料



(4) (3) (2) (1) （４７）

物
品
の
放
置
の
状
況

行
き
止
ま
り
廊
下
の
状
況

幅
の
確
保
の
状
況

令
第
百
二
十
条
第
二
項
に

規
定
す
る
通
路
等
の
確
保

の
状
況

囲
い
込
み
又
は
封
じ
込
め

に
よ
る
飛
散
防
止
措
置
の

劣
化
及
び
損
傷
の
状
況

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認
す
る

。

設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認
し
又
は
鋼

製
巻
尺
等
に
よ
り
測
定
す
る

。

設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認
す
る

。

必
要
に
応
じ
て
双
眼
鏡
等
を
使
用
し

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

避
難
の
支
障
と
な
る
物
品
が
放
置
さ
れ
て
い
る

こ
と

。

条
例
第
十
条
の
八
の
規
定
に
適
合
し
な
い
こ

と

。
た
だ
し

、
小
学
校
で
令
第
百
二
十
九
条
の

二
第
一
項
又
は
第
百
二
十
九
条
の
二
の
二
第
一

項
の
規
定
が
適
用
さ
れ

、
か
つ

、
階
避
難
安
全

性
能
又
は
全
館
避
難
安
全
性
能
に
影
響
を
及
ぼ

す
修
繕
等
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
を
除
く

。

幅
が
令
第
百
十
九
条
又
は
条
例
第
十
条
の
四

、

第
二
十
六
条
若
し
く
は
第
四
十
四
条

（
令
第
百

二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ

、

か
つ

、
階
避
難
安
全
性
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
修

繕
等
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ

っ
て
は

、

令
第
百
十
九
条
並
び
に
条
例
第
二
十
六
条
及
び

第
四
十
四
条
を
除
き

、
令
第
百
二
十
九
条
の
二

の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ

、
か
つ

、
全

館
避
難
安
全
性
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
修
繕
等
が

行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
を
除
く

。

）
の
規
定
に

適
合
し
な
い
こ
と

。

令
第
百
二
十
条
若
し
く
は
第
百
二
十
一
条
又
は

条
例
第
二
十
五
条

（
令
第
百
二
十
九
条
の
二
第

一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ

、
か
つ
階
避
難
安
全

性
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
修
繕
等
が
行
わ
れ
て
い

な
い
場
合
又
は
令
第
百
二
十
九
条
の
二
の
二
第

一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ

、
か
つ
全
館
避
難
安

全
性
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
修
繕
等
が
行
わ
れ
て

い
な
い
場
合
に
あ

っ
て
は

、
令
第
百
二
十
条
及

び
条
例
第
二
十
五
条
第
二
項
を
除
く

。

）
の
規

定
に
適
合
し
な
い
こ
と

。

石
綿
飛
散
防
止
剤
又
は
囲
い
込
み
材
に
亀
裂

、

は
く
落
等
の
劣
化
又
は
損
傷
が
あ
る
こ
と

。

五避
難

施
設

等

令
第
百
二
十
条
第
二
項

に
規
定
す
る
通
路
等

廊
下



(7) (6) (5)

屋
上
広
場
の
確
保
の
状
況

物
品
の
放
置
の
状
況

出
入
口
等
の
確
保
の
状
況

目
視
及
び
設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認

す
る

。

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

目
視
及
び
設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認

す
る

。

令
第
百
二
十
六
条
又
は
条
例
第
二
十
四
条
若
し

く
は
第
五
十
一
条
第
四
号

（
令
第
百
二
十
九
条

の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ

、
か

つ

、
全
館
避
難
安
全
性
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
修

繕
等
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ

っ
て
は

、

条
例
第
五
十
一
条
第
四
号
を
除
く

。

）
の
規
定

に
適
合
し
な
い
こ
と

。

物
品
が
放
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
扉
等
の

開
閉
に
支
障
が
あ
る
こ
と

。

令
第
百
十
八
条

、
第
百
二
十
四
条

、
第
百
二
十

五
条
若
し
く
は
第
百
二
十
五
条
の
二
又
は
条
例

第
十
条
の
四

、
第
十
三
条

、
第
二
十
三
条

、
第

四
十
二
条

、
第
四
十
三
条

、
第
四
十
六
条
若
し

く
は
第
五
十
条

（
令
第
百
二
十
九
条
の
二
第
一

項
の
規
定
が
適
用
さ
れ

、
か
つ

、
階
避
難
安
全

性
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
修
繕
等
が
行
わ
れ
て
い

な
い
場
合
に
あ

っ
て
は
令
第
百
二
十
四
第
一
項

第
二
号
並
び
に
条
例
第
十
三
条

（
小
学
校
に
限

る

。

）
及
び
第
四
十
三
条
第
一
号
か
ら
第
四
号

ま
で
を
除
き

、
令
第
百
二
十
九
条
の
二
の
二
第

一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ

、
か
つ

、
全
館
避
難

安
全
性
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
修
繕
等
が
行
わ
れ

て
い
な
い
場
合
に
あ

っ
て
は

、
令
第
百
二
十
四

第
一
項
並
び
に
第
百
二
十
五
条
第
一
項
及
び
第

三
項
並
び
に
条
例
第
十
条
の
四
第
一
項

、
第
十

三
条

（
小
学
校
に
限
る

。

）
、
第
四
十
三
条
第

一
号
か
ら
第
四
号
ま
で

、
第
四
十
六
条
第
一
項

第
三
号

、
第
四
号
及
び
第
五
十
条
第
二
項
を
除

く

。

）
の
規
定
に
適
合
し
な
い
こ
と

。

出
入
口
等

屋
上
広
場



(13) (12) (11) (10) (9) (8)

直
通
階
段
の
設
置
の
状
況

避
難
器
具
の
操
作
性
の
確

保
の
状
況

避
難
器
具
等
の
設
置
の
状

況 物
品
の
放
置
の
状
況

手
す
り
等
の
劣
化
及
び
損

傷
の
状
況

避
難
上
有
効
な
バ
ル
コ

ニ
ー

の
確
保
の
状
況

目
視
及
び
設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認

す
る

。

目
視
及
び
作
動
に
よ
り
確
認
す
る

。

目
視
及
び
設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認

す
る

。

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

目
視
及
び
テ
ス
ト
ハ
ン
マ
ー

に
よ
る

打
診
等
に
よ
り
確
認
す
る

。

目
視
及
び
設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認

す
る

。

令
第
百
二
十
条

、
第
百
二
十
一
条

、
第
百
二
十

二
条
若
し
く
は
第
百
二
十
三
条
又
は
条
例
第
七

条
の
二

、
第
十
一
条

、
第
二
十
四
条

、
第
四
十

五
条
若
し
く
は
第
五
十
一
条

（
令
第
百
二
十
九

条
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ

、
か
つ

、

階
避
難
安
全
性
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
修
繕
等
が

行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ

っ
て
は
令
第
百
二

十
条
並
び
に
第
百
二
十
三
条
第
三
項
第
一
号

、

第
九
号

（
屋
内
か
ら
バ
ル
コ
ニ
ー

又
は
付
室
に

通
ず
る
出
入
口
に
係
る
部
分
に
限
る

。

）
及
び

第
十
一
号
を
除
き

、
令
第
百
二
十
九
条
の
二
の

二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ

、
か
つ

、
全
館

避
難
安
全
性
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
修
繕
等
が
行

わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ

っ
て
は
令
第
百
二
十

条
並
び
に
第
百
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
及
び

第
六
号

、
第
二
項
第
二
号

、
第
三
項
第
一
号

、

第
二
号

、
第
九
号
及
び
第
十
一
号
並
び
に
条
例

第
十
一
条

、
第
四
十
五
条
第
一
号

、
第
二
号
及

び
第
五
十
一
条
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
除

く

。

）
の
規
定
に
適
合
し
な
い
こ
と

。

避
難
ハ

ッ
チ
が
開
閉
で
き
な
い
こ
と
又
は
避
難

器
具
が
使
用
で
き
な
い
こ
と

。

令
第
百
二
十
一
条
又
は
条
例
第
七
条
の
二

、
第

十
九
条

、
第
三
十
七
条
若
し
く
は
第
七
十
三
条

の
規
定
に
適
合
し
な
い
こ
と

。

避
難
に
支
障
と
な
る
物
品
が
放
置
さ
れ
て
い
る

こ
と

。

著
し
い
さ
び
又
は
腐
食
が
あ
る
こ
と

。

令
第
百
二
十
一
条
又
は
条
例
第
七
条
の
二

、
第

十
条
の
八

、
第
十
九
条

、
第
三
十
七
条
若
し
く

は
第
七
十
三
条
の
規
定
に
適
合
し
な
い
こ
と

。

避
難
上
有
効
な
バ
ル
コ

ニ
ー

階
段

階
段



(19) (18) (17) (16) (15) (14)

屋
内
に
設
け

ら
れ
た
避
難

階
段

屋
内
と
階
段
と
の
間
の
防

火
区
画
の
確
保
の
状
況

階
段
室
の
構
造
の
状
況

階
段
各
部
の
劣
化
及
び
損

傷
の
状
況

物
品
の
放
置
の
状
況

手
す
り
の
設
置
の
状
況

幅
の
確
保
の
状
況

目
視
及
び
設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認

す
る

。

目
視
及
び
設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認

す
る

。

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認
し
又
は
鋼

製
巻
尺
等
に
よ
り
測
定
す
る

。

令
第
百
二
十
三
条
第
二
項

（
令
第
百
二
十
九
条

の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ

、
か
つ

全
館
避
難
安
全
性
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
修
繕
等

が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ

っ
て
は
第
二
項

第
二
号
を
除
く

。

）
の
規
定
に
適
合
し
な
い
こ

と

。

令
第
百
二
十
三
条
第
一
項

（
令
第
百
二
十
九
条

の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ

、
か
つ

全
館
避
難
安
全
性
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
修
繕
等

が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ

っ
て
は
第
一
号

及
び
第
六
号
を
除
く

。

）
の
規
定
に
適
合
し
な

い
こ
と

。

歩
行
上
支
障
が
あ
る
ひ
び
割
れ

、
さ
び

、
腐
食

等
が
あ
る
こ
と

。

通
行
に
支
障
と
な
る
物
品
が
放
置
さ
れ
て
い
る

こ
と

。

令
第
二
十
五
条
の
規
定
に
適
合
し
な
い
こ
と

。

令
第
二
十
三
条

、
第
二
十
四
条
若
し
く
は
第
百

二
十
四
条
又
は
条
例
第
四
十
五
条

（
令
第
百
二

十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ

、
か

つ
階
避
難
安
全
性
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
修
繕
等

が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ

っ
て
は
令
第
百

二
十
四
条
第
一
項
第
二
号
を
除
き

、
令
第
百
二

十
九
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ

れ

、
か
つ
全
館
避
難
安
全
性
能
に
影
響
を
及
ぼ

す
修
繕
等
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ

っ
て

は
令
第
百
二
十
四
条
第
一
項
並
び
に
条
例
第
四

十
五
条
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除
く

。

）
の
規

定
に
適
合
し
な
い
こ
と

。

屋
外
に
設
け

ら
れ
た
避
難

階
段



（２６） （２５） （２４） （２３） （２２） （２１） (20)

防
煙
区
画
の
設
置
の
状
況

物
品
の
放
置
の
状
況

付
室
の
外
気
に
向
か

っ
て

開
く
こ
と
が
で
き
る
窓
の

状
況

付
室
の
排
煙
設
備
の
作
動

の
状
況

付
室
の
排
煙
設
備
の
設
置

の
状
況

令
第
百
二
十
三
条
第
三
項

第
一
号
に
規
定
す
る
バ
ル

コ
ニ
ー

（
以
下
単
に

「
バ

ル
コ
ニ
ー

」
と
い
う

。

）

又
は
付
室

（
以
下
単
に

「
付
室

」
と
い
う

。

）
の

構
造
及
び
面
積
の
確
保
の

状
況

開
放
性
の
確
保
の
状
況

設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認
す
る

。

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

目
視
及
び
作
動
に
よ
り
確
認
す
る

。

各
階
の
主
要
な
排
煙
設
備
の
作
動
を

確
認
す
る

。
た
だ
し

、
三
年
以
内
に

実
施
し
た
定
期
検
査
等
の
記
録
が
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は

、
当
該
記
録
に

よ
り
確
認
す
る
こ
と
で
足
り
る

。

目
視
及
び
設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認

す
る

。

設
計
図
書
等
に
よ
り
特
別
避
難
階
段

の
位
置
及
び
バ
ル
コ
ニ
ー

又
は
付
室

の
構
造
を
確
認
す
る

。

目
視
及
び
設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認

す
る

。

令
第
百
二
十
六
条
の
三
の
規
定
に
適
合
し
な
い

こ
と

。
た
だ
し

、
令
第
百
二
十
九
条
の
二
第
一

項
の
規
定
が
適
用
さ
れ

、
か
つ

、
階
避
難
安
全

性
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
修
繕
等
が
行
わ
れ
て
い

な
い
場
合
又
は
令
第
百
二
十
九
条
の
二
の
二
第

一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ

、
か
つ

、
全
館
避
難

安
全
性
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
修
繕
等
が
行
わ
れ

て
い
な
い
場
合
を
除
く

。

バ
ル
コ
ニ
ー

又
は
付
室
に
物
品
が
放
置
さ
れ
て

い
る
こ
と

。

外
気
に
向
か

っ
て
開
く
こ
と
が
で
き
る
窓
が
開

閉
し
な
い
こ
と
又
は
物
品
に
よ
り
排
煙
に
支
障

が
あ
る
こ
と

。

排
煙
設
備
が
作
動
し
な
い
こ
と

。

昭
和
四
十
四
年
建
設
省
告
示
第
千
七
百
二
十
八

号
の
規
定
に
適
合
し
な
い
こ
と

。

令
第
百
二
十
三
条
第
三
項

（
令
第
百
二
十
九
条

の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ

、
か
つ

、
階

避
難
安
全
性
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
修
繕
等
が
行

わ
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ

っ
て
は
第
一
号

、
第

九
号

（
屋
内
か
ら
バ
ル
コ
ニ
ー

又
は
付
室
に
通

ず
る
出
入
口
に
係
る
部
分
に
限
る

。

）
及
び
第

十
一
号
を
除
き

、
令
第
百
二
十
九
条
の
二
の
二

第
一
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ

、
か
つ

、
全
館
避

難
安
全
性
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
修
繕
等
が
行
わ

れ
て
い
な
い
場
合
に
あ

っ
て
は
第
一
号

、
第
二

号

、
第
九
号
及
び
第
十
一
号
を
除
く

。

）
の
規

定
に
適
合
し
な
い
こ
と

。

開
放
性
が
阻
害
さ
れ
て
い
る
こ
と

。

排
煙
設

備
等

防
煙
壁

特
別
避
難
階

段



（３４） （３３） （３２） （３１） （３０） （２９） （２８） （２７）

令
第
百
二
十
九
条
の
十
三

の
三
第
三
項
に
規
定
す
る

乗
降
ロ
ビ
ー

（
以
下
単
に

「
乗
降
ロ
ビ
ー

」
と
い

う

。

）
の
構
造
及
び
面
積

の
確
保
の
状
況

非
常
用
の
進
入
口
等
の
維

持
保
全
の
状
況

非
常
用
の
進
入
口
等
の
設

置
の
状
況

排
煙
口
の
維
持
保
全
の
状

況 排
煙
設
備
の
作
動
の
状
況

排
煙
設
備
の
設
置
の
状
況

可
動
式
防
煙
壁
の
作
動
の

状
況

防
煙
壁
の
劣
化
及
び
損
傷

の
状
況

目
視
及
び
設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認

す
る

。

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

目
視
及
び
設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認

す
る

。

目
視
に
よ
り
確
認
す
る
と
と
も
に

、

開
閉
を
確
認
す
る

。

各
階
の
主
要
な
排
煙
設
備
の
作
動
を

確
認
す
る

。
た
だ
し

、
三
年
以
内
に

実
施
し
た
定
期
検
査
等
の
記
録
が
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は

、
当
該
記
録
に

よ
り
確
認
す
る
こ
と
で
足
り
る

。

目
視
及
び
設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認

す
る

。

各
階
の
主
要
な
可
動
式
防
煙
壁
の
作

動
を
確
認
す
る

。
た
だ
し

、
三
年
以

内
に
実
施
し
た
定
期
検
査
等
の
記
録

が
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は

、
当
該
記

録
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
で
足
り

る

。

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

令
第
百
二
十
九
条
の
十
三
の
三
第
三
項
の
規
定

に
適
合
し
な
い
こ
と

。

物
品
が
放
置
さ
れ
進
入
に
支
障
が
あ
る
こ
と

。

令
第
百
二
十
六
条
の
六
又
は
第
百
二
十
六
条
の

七
の
規
定
に
適
合
し
な
い
こ
と

。

排
煙
口
が
開
閉
し
な
い
こ
と
又
は
物
品
に
よ
り

排
煙
に
支
障
が
あ
る
こ
と

。

排
煙
設
備
が
作
動
し
な
い
こ
と

。

令
第
百
二
十
六
条
の
二
又
は
条
例
第
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
適
合
し
な
い
こ
と

。
た
だ
し

、

令
第
百
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適
用

さ
れ

、
か
つ

、
階
避
難
安
全
性
能
に
影
響
を
及

ぼ
す
修
繕
等
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
又
は
令

第
百
二
十
九
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
が
適

用
さ
れ

、
か
つ

、
全
館
避
難
安
全
性
能
に
影
響

を
及
ぼ
す
修
繕
等
が
行
わ
れ
て
い
な
い
場
合
を

除
く

。

可
動
式
防
煙
壁
が
作
動
し
な
い
こ
と

。

防
煙
壁
に
き
裂

、
破
損

、
変
形
等
が
あ
る
こ

と

。

排
煙
設
備

非
常
用
の
進

入
口
等

そ
の
他

の
設
備

等

非
常
用
エ
レ

ベ
ー

タ
ー



（４２） （４１） （４０） （３９） （３８） （３７） （３６） （３５）

照
明
の
妨
げ
と
な
る
物
品

の
放
置
の
状
況

非
常
用
の
照
明
装
置
の
作

動
の
状
況

非
常
用
の
照
明
装
置
の
設

置
の
状
況

非
常
用
エ
レ
ベ
ー

タ
ー

の

作
動
の
状
況

物
品
の
放
置
の
状
況

乗
降
ロ
ビ
ー

の
外
気
に
向

か

っ
て
開
く
こ
と
が
で
き

る
窓
の
状
況

乗
降
ロ
ビ
ー

の
排
煙
設
備

の
作
動
の
状
況

乗
降
ロ
ビ
ー

の
排
煙
設
備

の
設
置
の
状
況

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

各
階
の
主
要
な
非
常
用
の
照
明
装
置

の
作
動
を
確
認
す
る

。
た
だ
し

、
三

年
以
内
に
実
施
し
た
定
期
検
査
等
の

記
録
が
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は

、
当

該
記
録
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
で
足

り
る

。

目
視
及
び
設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認

す
る

。

非
常
用
エ
レ
ベ
ー

タ
ー

の
作
動
を
確

認
す
る

。
た
だ
し

、
三
年
以
内
に
実

施
し
た
定
期
検
査
等
の
記
録
が
あ
る

場
合
に
あ

っ
て
は

、
当
該
記
録
に
よ

り
確
認
す
る
こ
と
で
足
り
る

。

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

目
視
に
よ
り
確
認
す
る
と
と
も
に

、

開
閉
を
確
認
す
る

。

各
階
の
主
要
な
排
煙
設
備
の
作
動
を

確
認
す
る

。
た
だ
し

、
三
年
以
内
に

実
施
し
た
定
期
検
査
等
の
記
録
が
あ

る
場
合
に
あ

っ
て
は

、
当
該
記
録
に

よ
り
確
認
す
る
こ
と
で
足
り
る

。

目
視
及
び
設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認

す
る

。

照
明
の
妨
げ
と
な
る
物
品
が
放
置
さ
れ
て
い
る

こ
と

。

非
常
用
の
照
明
装
置
が
作
動
し
な
い
こ
と

。

令
第
百
二
十
六
条
の
四
又
は
条
例
第
十
四
条
第

二
項
の
規
定
に
適
合
し
な
い
こ
と

。

非
常
用
エ
レ
ベ
ー

タ
ー

が
作
動
し
な
い
こ
と

。

乗
降
ロ
ビ
ー

に
物
品
が
放
置
さ
れ
て
い
る
こ

と

。

外
気
に
向
か

っ
て
開
く
こ
と
が
で
き
る
窓
が
開

閉
し
な
い
こ
と
又
は
物
品
に
よ
り
排
煙
に
支
障

が
あ
る
こ
と

。

排
煙
設
備
が
作
動
し
な
い
こ
と

。

令
第
百
二
十
九
条
の
十
三
の
三
第
三
項
の
規
定

に
適
合
し
な
い
こ
と

。

非
常
用
の
照

明
装
置



(8) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1)

物
品
の
放
置
の
状
況

階
段
ホ
ー

ル
の
構
造
及
び

幅 物
品
の
放
置
の
状
況

地
下
道
の
地
上
へ
の
開
放

性
の
確
保
の
状
況

地
下
の
構
え
の
各
部
分
か

ら
地
下
道
等
ま
で
の
歩
行

距
離
の
状
況

地
下
道
の
直
通
階
段
の
確

保
の
状
況

地
下
の
構
え
又
は
地
下
道

に
面
す
る
建
築
物
の
地
下

の
部
分
と
地
下
道
と
の
関

係 防
火
区
画

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認
す
る

。

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認
す
る

。

設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認
す
る

。

設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認
し
又
は
鋼

製
巻
尺
等
に
よ
り
測
定
す
る

。

設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認
す
る

。

設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認
す
る

。

階
段
ホ
ー

ル
部
分
に
避
難
に
支
障
と
な
る
物
品

が
放
置
さ
れ
て
い
る
こ
と

。

条
例
第
七
十
三
条
の
十
七
に
適
合
し
な
い
こ

と

。

地
下
道
又
は
階
段

（
出
入
口
階
段
ホ
ー

ル
を
含

む

）
部
分
に
避
難
に
支
障
と
な
る
物
品
が
放
置

さ
れ
て
い
る
こ
と

。

条
例
第
七
十
三
条
の
十

（
条
例
第
七
十
三
条
の

十
八
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。

）
の

規
定
に
適
合
し
な
い
こ
と

。

条
例
第
七
十
三
条
の
七
又
は
第
七
十
三
条
の
八

の
規
定
に
適
合
し
な
い
こ
と

。

条
例
第
七
十
三
条
の
五
又
は
第
七
十
三
条
の
十

一

（
条
例
第
七
十
三
の
十
八
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む

。

）
の
規
定
に
適
合
し
な
い
こ

と

。

条
例
第
七
十
三
条
の
四
又
は
第
七
十
三
条
の
十

五
の
規
定
に
適
合
し
な
い
こ
と

。

条
例
第
七
十
三
条
の
六

（
条
例
第
七
十
三
の
十

八
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。

）
、
第

七
十
三
条
の
九
又
は
第
七
十
三
条
の
十
六
の
規

定
に
適
合
し
な
い
こ
と

。

六そ
の

他

地
下
街
又
は

地
下
道
に
面

す
る
建
築
物

の
地
下
の
部

分地
下
道
に
面

す
る
建
築
物

の
地
下
の
部

分

地
下
街

等



(17) (16) (15) (14) (13) (12) (11) (10) (9)

附
帯
金
物
の
劣
化
及
び
損

傷
の
状
況

煙
突
本
体
の
劣
化
及
び
損

傷
の
状
況

附
帯
金
物
の
劣
化
及
び
損

傷
の
状
況

煙
突
本
体
及
び
建
築
物
と

の
接
合
部
の
劣
化
及
び
損

傷
の
状
況

避
雷
針

、
避
雷
導
線
等
の

劣
化
及
び
損
傷
の
状
況

上
部
構
造
の
可
動
の
状
況

免
震
装
置
の
劣
化
及
び
損

傷
の
状
況

（
免
震
装
置
が

可
視
状
態
に
あ
る
場
合
に

限
る

。

）

膜
張
力
及
び
ケ
ー

ブ
ル
張

力
の
状
況

膜
体
及
び
取
付
部
材
の
劣

化
及
び
損
傷
の
状
況

必
要
に
応
じ
て
双
眼
鏡
等
を
使
用
し

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

必
要
に
応
じ
て
双
眼
鏡
等
を
使
用
し

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

必
要
に
応
じ
て
双
眼
鏡
等
を
使
用
し

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

必
要
に
応
じ
て
双
眼
鏡
等
を
使
用
し

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

必
要
に
応
じ
て
双
眼
鏡
等
を
使
用
し

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。
た
だ
し

、

三
年
以
内
に
実
施
し
た
点
検
の
記
録

が
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は

、
当
該
記

録
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
で
足
り

る

。

目
視
に
よ
り
確
認
す
る
と
と
も
に

、

三
年
以
内
に
実
施
し
た
点
検
の
記
録

が
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は

、
当
該
記

録
に
よ
り
確
認
す
る

。

必
要
に
応
じ
て
双
眼
鏡
等
を
使
用
し

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。
た
だ
し

、

三
年
以
内
に
実
施
し
た
点
検
の
記
録

が
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は

、
当
該
記

録
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
で
足
り

る

。

必
要
に
応
じ
て
双
眼
鏡
等
を
使
用
し

目
視
に
よ
り
確
認
す
る

。
た
だ
し

、

三
年
以
内
に
実
施
し
た
点
検
の
記
録

が
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は

、
当
該
記

録
に
よ
り
確
認
す
る
こ
と
で
足
り

る

。

ア
ン
カ
ー

ボ
ル
ト
等
に
著
し
い
さ
び

、
腐
食

、

緊
結
不
良
等
が
あ
る
こ
と

。

煙
突
本
体
に
鉄
筋
露
出
若
し
く
は
腐
食
又
は
著

し
い
さ
び

、
さ
び
汁

、
ひ
び
割
れ

、
欠
損
等
が

あ
る
こ
と

。

付
帯
金
物
に
著
し
い
さ
び

、
腐
食
等
が
あ
る
こ

と

。

煙
突
本
体
及
び
建
築
物
と
の
接
合
部
に
著
し
い

ひ
び
割
れ

、
肌
分
か
れ
等
が
あ
る
こ
と

。

避
雷
針
又
は
避
雷
導
線
が
腐
食

、
破
損
又
は
破

断
し
て
い
る
こ
と

。

上
部
構
造
の
水
平
移
動
に
支
障
が
あ
る
状
態
と

な

っ
て
い
る
こ
と
又
は
障
害
物
が
あ
る
こ
と

。

鋼
材
部
分
に
著
し
い
さ
び

、
腐
食
等
が
あ
る
こ

と

。

膜
張
力
又
は
ケ
ー

ブ
ル
張
力
が
低
下
し
て
い
る

こ
と

。

膜
体
に
破
れ

、
雨
水
貯
留

、
接
合
部
の
は
が
れ

等
が
あ
る
こ
と

。

避
雷
設
備

煙
突

建
築
物
に
設

け
る
煙
突

令
第
百
三
十

八
条
第
一
項

第
一
号
に
掲

げ
る
煙
突

特
殊
な

構
造
等

膜
構
造
建
築

物
の
膜
体

、

取
付
部
材
等

免
震
構
造
建

築
物
の
免
震

層
及
び
免
震

装
置
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作
動
の
状
況

構
造

自
動
回
転
ド
ア
の
作
動
の

状
況

併
設
す
る
自
動
式
引
き
戸

及
び
駆
け
込
み
防
止
さ
く

等
の
危
険
防
止
装
置
の
設

置
状
況

自
動
回
転
ド
ア
の
作
動
を
確
認
す

る

。
た
だ
し

、
三
年
以
内
に
実
施
し

た
条
例
第
八
条
の
十
八
に
基
づ
く
点

検
等
に
よ
り

、
条
例
第
八
条
の
十

、

第
八
条
の
十
一

、
第
八
条
の
十
四

、

第
八
条
の
十
六
又
は
第
八
条
の
十
七

に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
記
録

が
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は

、
当
該
項

目
に
つ
い
て
は
当
該
記
録
に
よ
り
確

認
す
る
こ
と
で
足
り
る

。

設
計
図
書
等
に
よ
り
確
認
す
る

。

条
例
第
八
条
の
十

、
第
八
条
の
十
一

、
第
八
条

の
十
四

、
第
八
条
の
十
六
又
は
第
八
条
の
十
七

に
規
定
に
適
合
し
な
い
こ
と

。

条
例
第
八
条
の
十
二

、
第
八
条
の
十
三
又
は
第

八
条
の
十
五
の
規
定
に
適
合
し
な
い
こ
と

。

自
動
回

転
ド
ア

（
条
例

第
八
条

の
七
の

規
定
に

適
合
す

る
も
の

で
あ

り

、
か

つ

、
自

動
回
転

ド
ア
と

し
て
通

常
使
用

し
て
い

る
場
合

に
限

る

。

）


